かまくら在宅生活相談センター 運営規定  

        （事業の目的）

第1条 かまくら在宅生活相談センター（以下「センター」という。）が行う基準該当居宅介護支援

      の事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する

      事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適

      正な基準該当居宅介護支援を提供することを目的とする。

    （運営の方針）

第2条 事業所の介護支援専門員は、在宅で生活している要介護者等が日常生活を営むために必要な

      保健医療サービス又は福祉サービスを適正に利用できるよう、要介護者等からの依頼を受けて、

      利用する居宅サービス等の種類や内容を含めた計画（居宅サービス計画）を作成し、在宅での

      生活全般にわたる援助を行う。

    ２  事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を

      図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

    （事業者の名称等）

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

      １  名  称  かまくら在宅生活相談センター

      ２  所在地  鎌倉市西鎌倉３－１０－７

    （職員の職種、員数、及び職務内容）

第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。

      １  管理者  １名（常勤）（介護支援専門員　兼務）
          管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。

      ２  介護支援専門員５名（常勤兼務２名、常勤専従２名、非常勤　１名　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
          介護支援専門員は、事業所に対する居宅サービス等の種類や内容を含めた計画（居宅サー

          ビス計画）を作成し、介護サービス計画にもとづいた指定居宅サービス等の提供の確保や

          介護保険施設の紹介その他利用者と事業者との連絡調整等の便宜の提供を行う。

    （営業日及び営業時間）

第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

      １   eq \o\ad(営業日,　　　　)  月曜日から金曜日までとする。但し祝祭日、年末年始（12/29‐1/3）を除く。
      ２  営業時間  午前９時から午後５時までとする。 但し、緊急時の連絡体制有り。
    （基準該当居宅介護支援の内容及び利用料等）

第6条 基準該当居宅介護支援の内容は次のとおりとし、基準該当居宅介護支援を提供した場合の

      利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該基準該当居宅介護支援について代理受領サービスであるときは、利用者からは利用料を徴収しないものとする。
1 　利用者の相談を受ける場所は事業所内及び利用者宅、その他必要と認められる場所にて行う。
2 　アセスメントを実施し事業所使用のソフトにて独自方式による課題分析を行う。

3   要介護者からの依頼を受けて、利用する指定居宅サービス等の種類や内容等を定めた計画

         （居宅サービス計画）を作成し、説明を行い同意ののちに交付する。
4   介護サービス計画にもとづき、指定居宅サービス等の提供が確保されるようサービス事業

          者やその他の者との連絡調整等の便宜の提供を行う。
5 　居宅介護支援の実施状況を把握し、モニタリングを行い記録します。
      ⑥  要介護者等が介護保険施設への入所を要する場合には、介護保険施設の紹介その他の便宜

          の提供を行う。

7   介護サービス計画に基づいた、指定居宅サービス等の給付管理を行う。

      ⑧ 介護保険法外の地域の在宅サービス等との連絡調整と便宜の提供を行う。

    ２  次条の通常の事業の実施地域を越えて行う基準該当居宅介護支援に要した公共交通機関を利用した際の交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は下記の料金を徴収する。
　　　　　事業所の所在地から片道　１０Km未満　　１，０００円
　　　　　事業所の所在地から片道　１０Km以上　　２，０００円

    ３  前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けることとする。
（通常の事業の実施地域）

第7条 通常の事業の実施地域は、鎌倉市全域とする。

    （緊急時等における対応方法）

第8条 介護支援専門員等は、居宅介護支援を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生
じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければ
ならない。

    （事故発生時の対応）

第9条 介護支援専門員等は、利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。尚、居宅介護支援の実施により当事業所の責めに帰すべき事由による利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には速やかに損害賠償保険にて対応を致します。
（苦情・ハラスメント）

第10条 　事業所は、提供した居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者又はそのご家族からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
苦情対応窓口　担当：樽井　彰子　　　連絡先　電話：０４６７－３８－１１５８
鎌倉市役所　介護保険　苦情相談窓口　連絡先　電話：０４６７－６１－３９５０

（虐待防止に関する事項）

第11条 　事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、法人の高齢者虐待のための指針(令和6年1月1日施行)に基づき、次の措置を講ずるものとする。　
1 　虐待を防止するための対策を検討する委員会の開催と従業者に対する研修の実施
2 　利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
3 　その他　虐待防止のために必要な措置
　　　２　事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
（事業継続計画）

第12条 　業務継続計画（BCP）は、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して基準該当居宅介護支援の提供を受けられるよう、法人の業務継続計画(令和5年4月1日施行)に基づき、必要な研修及び訓練を実施するものとする。事業継続計画は、年初に見直し施行する。
　　　
（衛生管理）

第13条 　感染症の予防及び蔓延防止に努め、感染防止に関する定期的な委員会による検討会議を開催し、対応の指針を作成する。又、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。
　　　
    （その他運営についての留意事項）

第14条 基準該当居宅介護支援事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を

      次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

1   採用時研修  採用後３ヶ月以内
2 　虐待防止に関する研修　　　　　　年１回
3 　感染症対策に関する研修　　　　　年2回
4 　認知症に関する研修　　　　　　　年1回

5 　避難訓練・避難誘導に関する研修　年1回
      ２  従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

      ３  従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業

          者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内

          容とする。
　　　４　事業所は、適切な居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動
又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護
支援専門員の就業環境が害されることを防止するため定期的に必要な研修を行なう。
      ５  この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は当該事業所の管理者との協議に基づ

          いて定めるものとする。

附  則  この規定は、平成１２年４月１日から施行する。

附  則  この規定は、平成１４年４月１日から施行する。

附  則  この規定は、平成１５年１１月１日から施行する。

附  則  この規定は、平成１６年５月１日から施行する。

附  則  この規定は、平成１６年５月１日から施行する。

附  則  この規定は、平成１６年１０月１日から施行する。

附  則  この規定は、平成１７年９月１日から施行する。

附  則  この規定は、平成１８年３月１日から施行する。

附  則  この規定は、平成１９年３月１日から施行する。

附  則  この規定は、平成１９年７月１日から施行する。
附  則  この規定は、平成２０年７月１日から施行する。
附  則  この規定は、平成２１年１２月１日から施行する。

附  則  この規定は、平成２２年３月１日から施行する。

附  則  この規定は、平成２３年７月１日から施行する。
附  則  この規定は、平成２４年４月１日から施行する。
附  則  この規定は、平成２６年４月１日から施行する。
附  則  この規定は、平成２７年３月１日から施行する。
附  則  この規定は、平成２７年８月１日から施行する。
附  則  この規定は、平成２８年１０月１１日から施行する。
附  則  この規定は、平成３０年８月１日から施行する。
附  則  この規定は、令和３年４月１日から施行する。
附  則  この規定は、令和３年５月１日から施行する。
附  則  この規定は、令和４年４月１日から施行する
附  則  この規定は、令和６年４月１日から施行する
附  則  この規定は、令和７年１月１日から施行する
附  則  この規定は、令和７年６月１日から施行する
